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令和 7年 8月 1日 

 

令和７年度 消費者向け糸島市商工会プレミアム付【電子商品券】事業 

加盟店舗募集要領 

     

１ 発行の目的  

物価高騰や原油価格上昇の影響を受けた地域内消費を喚起し、市内商工業の振興及びキャッ

シュレス決済の普及を図り、地域経済を活性化することを目的として、消費者向けプレミアム

付【電子商品券】を販売します。  

 

２ 商品券について  

（１）名称    「いとしま Pay」  

消費者向け糸島市商工会プレミアム付【電子商品券】(以下「商品

券」という)  

（２）発行者   糸島市商工会  

（３）発行額   ３億９，０００万円（プレミアム分９，０００万円含む） 

（４）発行部数  ３０，０００セット  

（５）販売価格  １セット１０，０００円  

※プレミアム分は３０％（１セット３，０００円分）  

※全加盟店舗共通券*1（５，０００円分）、中小加盟店舗専用券*2  

（８,０００円分）のセットで販売  

（中小加盟店舗専用券は売り場等の面積が５００㎡以下の店舗でのみ使用

できます。）  

（６）購入限度    １人当たり最大１０セットまで 

               ※申込状況によっては購入限度が変更される可能性があります。 

（７）申込期間    令和７年７月１日（火）午前１０時～令和７年７月２５日（金）午後５ 

時  

（８）使用期間    購入の日から令和７年１２月３１日（水）２３時５９分まで  

（９）販売対象者  一次販売：糸島市内に住所を有する者 

二次販売（一次販売での販売残がある場合のみ実施）：住所は糸島市内

外問わず、新規購入者又は一次販売時に購入限度額１０セットまで購入

していない者 

※但し、申込・利用についてはスマートフォンが必要。  

（１０）販売方法  スマートフォンで専用アプリから抽選申し込みを行う。当選者は、スマ

ートフォンで専用アプリから全国のコンビニやクレジットカード等で入

金し、商品券を購入。 

  *1 全加盟店舗共通券：大型加盟店舗、中小規模加盟店舗両方で使用できる商品券 

*2 中小加盟店舗専用券：中小規模加盟店舗のみで使用できる商品券 

*3 売り場等の面積：小売店舗の用に供する床面積（休憩室、便所、事務室等は除く） 

 

３ 商品券の使用制限  

（１）現金との引換えは出来ません。  

（２）商品券の交換又は売買は出来ません。  

（３）商品券の使用対象にならないものは下記のとおりです。  
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①出資や金融商品の購入（株式、債券等）  

②商品券、切手、印紙、プリペイトカード等の換金性の高いものの購入 

③たばこ、地域指定ごみ袋 

④事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入及び事業用資産の 

リフォーム  

⑤国や地方自治体への支払い 

⑥債務の支払い（電気、ガス、水道料金、振込手数料等）  

⑦土地及び家屋の購入、家賃、地代及び駐車場等の不動産に係る支払い  

⑧風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２ 号）

第２条第５項に規定する営業に係る支払い  

⑨特定の宗教、政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの  

⑩医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品含む）  

⑪商品券の使用期間開始前に提供された商品又はサービスに対する支払い  

⑫対価を得て行われる取引にあたらない寄附金等の支払い  

⑬本事業の目的（消費喚起等）にそぐわない支払い  

 

４ 加盟店舗の登録資格  

糸島市内に店舗、事業所等を有する事業者とし、次の（１）から（４）に該当する事業者を

除いたもので、糸島市内の店舗、事務所等に限り加盟店舗として登録できるものとします。  

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)  

第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者  

（２）特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行なって

いる事業者  

（３）上記「３ 商品券の使用制限（３）商品券の使用対象にならないもの」に記載の取引、

商品のみを取扱う事業者  

（４）役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員(同条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に

該当する事業者  

 

５ 加盟店舗の責務等  

（１）加盟店舗であることが明確になるよう、ポスター等を消費者が分かりやすい場所に掲

示してください。  

（２）決済時には、確実に決済が完了していることをご確認ください。  

（３）加盟店舗自らの事業上の取引（事業用資産の購入や商品の仕入れ等）に使用しないで

ください。  

（４）福岡県暴力団排除条例及び糸島市暴力団排除条例を遵守してください。 

 

６ 決済方法（キャッシュレス対応） 

店頭に提示してもらった二次元コードをお客様のスマートフォンのカメラで読み取っても

らいます。加盟店舗で端末などの用意は不要です。 

 

７ 加盟店舗登録手続について  

（１）申請方法  
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この「募集要領」に同意のうえ、「加盟店舗登録申請書」に必要事項を記入し、下記の提

出先へ郵送、FAX又は持参してください。糸島市商工会ホームページの入力フォームからも登

録できます。 ※登録手数料は不要  

（２）申請書の提出先  

糸島市商工会 福岡県糸島市前原北１丁目１−１ FAX：092-322-1113  

※FAX の場合は、裏面もご提出ください。 

※メールアドレスもご記載ください。（必須） 

（３）申請期間  

受付期間：令和７年４月７日（月）から令和７年６月１６日（月）１６時まで  

※その後も随時申請を受付けますが、消費者の予約申込開始時（令和７年７月１日（火）

午前１０時～）に加盟店舗情報（店舗名称、所在地、業種等）が特設ウェブサイトの加盟

店舗一覧表やアプリ等への掲載が間に合わない場合があります。６月１６ 日（月）１６時

を過ぎて申請した加盟店舗情報は、月１回程度更新し追加掲載いたします。 

（４）申請後の審査  

申請のあった事業者は、糸島市商工会の審査を経て、加盟店舗として登録します。  

  審査結果については、後日郵送で通知します。 

（５）その他  

① 糸島市内に複数の店舗がある場合は、店舗ごとに申請書を作成してください。  

② 複数の店舗が含まれる大型商業施設等については、個別のテナントごとに申請してくださ

い。  

③ 二次元コード等決済に必要なものは、郵送にて配布予定です。  

 

８ 換金について  

（１）換金方法及び入金までの日数  

毎月５日、１０日、１５日、２０日、２５日、末日を締日とします。締日の０時に未換金額

を集計し、全加盟店舗共通券と中小加盟店舗専用券の合計未換金額が１万円以上の場合（但

し、末日に 1円以上の場合）は、未換金額を、原則３営業日後に、指定された口座へ振り込

みます。（下表参照）なお、各店舗の売上状況については店舗ごとの管理画面にて確認可能

です。  

受付期間 振込予定日 

８月１日（金）～ ８月５日（火） ８月８日（金） 

８月６日（水）～ ８月１０日（日） ８月１４日（木） 

８月１１日（月）～ ８月１５日（金） ８月２０日（水） 

８月１６日（土）～ ８月２０日（水） ８月２５日（月） 

８月２１日（木）～ ８月２５日（月） ８月２８日（木） 

８月２６日（火）～ ８月３１日（日） ９月３日（水） 

９月１日（月）～９月５日（金） ９月１０日（水） 

９月６日（土）～９月１０日（水） ９月１６日（火） 

９月１１日（木）～９月１５日（月） ９月１８日（木） 

９月１６日（火）～９月２０日（土） ９月２５日（木） 

９月２１日（日）～９月２５日（木） ９月３０日（火） 

９月２６日（金）～９月３０日（火） １０月３日（金） 
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１０月１日（水）～１０月５日（日） １０月８日（水） 

１０月６日（月）～１０月１０日（金） １０月１６日（木） 

１０月１１日（土）～１０月１５日（水） １０月２０日（月） 

１０月１６日（木）～１０月２０日（月） １０月２３日（木） 

１０月２１日（火）～１０月２５日（土） １０月２９日（水） 

１０月２６日（日）～１０月３１日（金） １１月６日（木） 

１１月１日（土）～１１月５日（水） １１月１０日（月） 

１１月６日（木）～１１月１０日（月） １１月１３日（木） 

１１月１１日（火）～１１月１５日（土） １１月１９日（水） 

１１月１６日（日）～１１月２０日（木） １１月２６日（水） 

１１月２１日（金）～１１月２５日（火） １１月２８日（金） 

１１月２６日（水）～１１月３０日（日） １２月３日（水） 

１２月 1 日（月）～１２月５日（金） １２月１０日（水） 

１２月６日（土）～１２月１０日（水） １２月１５日（月） 

１２月１１日（木）～１２月１５日（月） １２月１８日（木） 

１２月１６日（火）～１２月２０日（土） １２月２４日（水） 

１２月２１日（日）～１２月２５日（木） １２月３０日（火） 

１２月２６日（金）～１２月３１日（水） １月７日（水） 

 

（２）換金対象  

使用期間（令和７年８月１日（金）から令和７年１２月３１日（水））に使用された電子 

商品券  

 

（３）換金手数料  

・商工会員は不要  

・非会員（大型加盟店舗）：換金額の２％（１円未満は切り捨て）   

・非会員（中小加盟店舗）：換金額の１％（１円未満は切り捨て） 

※非会員の場合は換金額から換金手数料を差し引きます。 

※商工会への加入は、加入申込書をご提出いただき、毎月開催される理事会での承諾が必要

です。（換金手数料の反映には数日を要する場合があります。） 

 

９ 加盟店舗登録の取消等  

この「募集要領」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や加盟店舗の登録を取 

り消す場合があります。登録の取り消しに伴う店舗の損失については、糸島市商工会は一切

補償しません。また、違反により損害金が発生した際は請求する場合があります。  

 

１０ その他留意事項  

「募集要領」に記載されていない事項は、糸島市商工会へお問い合せください。  

＜申込先及び問い合わせ先＞  

申込先・問い合わせ先：糸島市商工会 電話 092-322-3535 

 


